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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表 （下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
改正に伴う日付の変更 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表 （下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 
目次（省略） 
 

第１章 総則（省略） 
 
第２章 構造基準等 

 
第１節 ～ 第２節（省略） 

 

第３節 水質基準 
 浄化槽からの放流水の水質基準は，表１によるものとする。 
 なお，平成18年１月31日以前に設置され，若しくは設置の工事が行われていた浄化槽

については表２に掲げる処理対象人員（建築物の一部については汲み取り便所を設置す
る場合においては，当該部分に係る処理対処人員を含む。以下同様とする。)の区分に
よるものとし，昭和56年６月１日以前に設置された旧構造基準に基づく浄化槽について

は表３の区分によるものとする。 
以前に設置された旧構造基準に基づく浄化槽については表３の区分によるものとする。 
 ただし，知事が水質の汚濁防止のため必要と認めるときは別途指示するものとする。 

 
     表１ 

  水質(BODmg/ℓ ) 大腸菌群数(個/㎤) 

20以下 3,000以下 

 

      表２ 

処理対象人員 水質(BODmg/ℓ ) 大腸菌群数(個/㎤) 

50人以下 
単独 90以下 

3,000以下 合併 20以下 

500以下 60以下 

501以下 30以下 

 

      表３ 

処理対象人員 水質(BODmg/ℓ ) 大腸菌群数(個/㎤) 

100人以下 90以下 

3,000以下 101人から500人まで 60以下 

501人以上 30以下 

 

 

第３章 設置基準等 ～ 第４章 工事基準等（省略） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
目次（省略） 
 

第１章 総則（省略） 
 
第２章 構造基準等 

 
第１節～第２節（省略） 

 

第３節 水質基準 
 浄化槽からの放流水の水質基準は，表１によるものとする。 
 なお，平成18年１月31日以前に設置され，若しくは設置の工事が行われていた浄化槽

については表２に掲げる処理対象人員（建築物の一部については汲み取り便所を設置す
る場合においては，当該部分に係る処理対処人員を含む。以下同様とする。)の区分によ
るものとし，昭和56年６月１日以前に設置された旧構造基準に基づく浄化槽については

表３の区分によるものとする。 
以前に設置された旧構造基準に基づく浄化槽については表３の区分によるものとする。 
 ただし，知事が水質の汚濁防止のため必要と認めるときは別途指示するものとする。 

 
          表１ 

  BOD(mg/L) 大腸菌数(CFU/ml) 

20以下 800以下 

 

      表２ 

処理対象人員 BOD(mg/L) 大腸菌数(CFU/ml) 

50人以下 
単独 90以下 

800以下 合併 20以下 

500以下 60以下 

501以下 30以下 

 

      表３ 

処理対象人員 BOD(mg/L) 大腸菌数(CFU/ml) 

100人以下 90以下 

800以下 101人から500人まで 60以下 

501人以上 30以下 

 

 

第３章 設置基準等 ～ 第４章 工事基準等（省略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令に
おける「大腸菌群数」から「大腸菌数」への見
直し及び汚水処理性能に係る基準の改正に伴う
水質基準の変更 
 

国際単位系(SI)での表記に準拠 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 
第５章 浄化槽の維持管理 
 

第１節 (省略) 

 

第２節 保守点検 

１ 浄化槽保守点検業者の遵守事項 

（１）～（６）（省略） 

 

（７）  浄化槽保守点検業者は保守点検の結果について１月分を翌月10日までに浄化槽保守

 点検結果報告書（別記第13号様式）により，地域振興局保健福祉環境部等へ提出するも

 のとし，次の各号に該当する場合，保守点検の記録（電磁的記録を含む。）を添付する 

  ものとする。 

   なお，緊急を要するものは翌月10月を待たず，その都度提出するものとする。 

  ア 浄化槽に故障又は異常があると認めた場合 

  イ 浄化槽の適正な機能の維持に支障が生じたおそれがあると認めた場合 

 

 

 

（８）（省略） 

 

２ ～ ４（省略） 

 

第３節 清掃（省略） 

 

 

第６章 水質に関する検査 ～第７章 その他（省略） 

 

 

 附 則（平成16年10月８日一部改正） 

この要領は，平成17年４月１日から施行する。 
 
 

附 則（平成21年２月20日一部改正） 
この要領は，平成21年４月１日から施行する。 
 

 

附 則（平成26年６月２日一部改正） 
この要領は，平成27年７月１日から施行する。 

 

 

附 則（令和２年３月18日一部改正） 

この要領は，令和２年４月１日から施行する。 
 

 
第５章 浄化槽の維持管理 
 

第１節 (省略) 

 

第２節 保守点検 

１ 浄化槽保守点検業者の遵守事項 

（１）～（６）（省略） 

 

（７） 浄化槽保守点検業者は保守点検の結果について１月分を翌月10日までに浄化槽保守

 点検結果を原則として，浄化槽情報共有システムにより，地域振興局保健福祉環境部等

へ提出するものとする。 

なお，浄化槽情報共有システムによる提出ができない場合は，浄化槽保守点検結果報告

書（別記第13号様式）により，地域振興局保健福祉環境部等へ提出するものとし，次の各

号に該当する場合，保守点検の記録（電磁的記録を含む。）を添付するものとする。 

   なお，緊急を要するものは翌月10月を待たず，その都度提出するものとする。 

  ア 浄化槽に故障又は異常があると認めた場合 

  イ 浄化槽の適正な機能の維持に支障が生じたおそれがあると認めた場合 

 

（８）（省略） 

 

２ ～ ４（省略） 

 

第３節 清掃（省略） 

 

 

第６章 水質に関する検査 ～第７章 その他（省略） 

 

 

  附 則（平成16年10月８日一部改正） 
この要領は，平成17年４月１日から施行する。 

 
 
附 則（平成21年２月20日一部改正） 

この要領は，平成21年４月１日から施行する。 
 
 

附 則（平成26年６月２日一部改正） 
この要領は，平成27年７月１日から施行する。 
 

 

附 則（令和２年３月18日一部改正） 
この要領は，令和２年４月１日から施行する。 

 
 
附 則（令和６年10月１日一部改正） 

この要領は，令和７年４月１日から施行する。 
ただし，第５章第２節１(７)及び別記第１号様式から別記第14号様式の改正は令和6

年10月1日から施行する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽情報共有システムの活用による保守点検
の結果報告事務の簡素化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う附則の追加 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表 （下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

  

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 
 

国際単位系(SI)での表記に準拠 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表 （下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 
 

国際単位系(SI)での表記に準拠 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 
 

国際単位系(SI)での表記に準拠 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

   

 

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 
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鹿児島県浄化槽事務取扱要領 新旧対照表（下線の部分は改正部分） 

 
現  行 改  正 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 
 
押印の廃止 
 

 

 

水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令に
おける「大腸菌群数」から「大腸菌数」への見
直し及び汚水処理性能に係る基準の改正に伴う
水質基準の変更 
 

 

国際単位系(SI)での表記に準拠 

 


